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児童福祉法等の一部を改正する法律（平成28年法律第63号）の概要
全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図る

ため、児童福祉法の理念を明確化するとともに、母子健康包括支援センターの全国展開、市町村及び児童相談所の体制の
強化、里親委託の推進等の所要の措置を講ずる。

１．児童福祉法の理念の明確化等
（1）児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障されること等の権利を有することを明確化する。
（2）国・地方公共団体は、保護者を支援するとともに、家庭と同様の環境における児童の養育を推進するものとする。
（3）国・都道府県・市町村それぞれの役割・責務を明確化する。
（4）親権者は、児童のしつけに際して、監護・教育に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならない旨を明記。

２．児童虐待の発生予防
（1）市町村は、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行う母子健康包括支援センターの設置に努めるものとする。
（2）支援を要する妊婦等を把握した医療機関や学校等は、その旨を市町村に情報提供するよう努めるものとする。
（3）国・地方公共団体は、母子保健施策が児童虐待の発生予防・早期発見に資することに留意すべきことを明確化する。

３．児童虐待発生時の迅速・的確な対応
（1）市町村は、児童等に対する必要な支援を行うための拠点の整備に努めるものとする。
（2）市町村が設置する要保護児童対策地域協議会の調整機関について、専門職を配置するものとする。
（3）政令で定める特別区は、児童相談所を設置するものとする。
（4）都道府県は、児童相談所に①児童心理司、②医師又は保健師、③指導・教育担当の児童福祉司を置くとともに、

弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
（5）児童相談所等から求められた場合に、医療機関や学校等は、被虐待児童等に関する資料等を提供できるものとする。

４．被虐待児童への自立支援
（1）親子関係再構築支援について、施設、里親、市町村、児童相談所などの関係機関等が連携して行うべき旨を明確化する。
（2）都道府県（児童相談所）の業務として、里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支援を位置付ける。
（3）養子縁組里親を法定化するとともに、都道府県（児童相談所）の業務として、養子縁組に関する相談・支援を位置付ける。
（4）自立援助ホームについて、22歳の年度末までの間にある大学等就学中の者を対象に追加する。

（検討規定等）
○施行後速やかに、要保護児童の保護措置に係る手続における裁判所の関与の在り方、特別養子縁組制度の利用促進の在り方を検討する。
○施行後２年以内に、児童相談所の業務の在り方、要保護児童の通告の在り方、児童福祉業務の従事者の資質向上の方策を検討する。
○施行後５年を目途として、中核市・特別区が児童相談所を設置できるよう、その設置に係る支援等の必要な措置を講ずる。

改正の概要

平成29年４月１日（１、２（3）については公布日、２（2）、３（4) (5）、４（1）については平成28年10月１日）
施行期日
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児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律（平成29年法律第69号）の概要

改正の趣旨

虐待を受けている児童等の保護を図るため、里親委託・施設入所の措置の承認の申立てがあった場合に、家
庭裁判所が都道府県に対して保護者指導を勧告することができることとする等、児童等の保護についての司法関
与を強化する等の措置を講ずる。

改正の概要

１．虐待を受けている児童等の保護者に対する指導への司法関与（児童福祉法）
① 里親委託・施設入所の措置の承認（児童福祉法第28条）の申立てがあった場合に、家庭裁判所が都道府県に対して保護者

指導を勧告することができることとし、都道府県は、当該保護者指導の結果を家庭裁判所に報告することとする。

② ①の勧告を行い、却下の審判をする場合（在宅での養育）においても、家庭裁判所が都道府県に対して当該保護者指導を

勧告することができることとする。

③ ①及び②の場合において、家庭裁判所は、勧告した旨を保護者に通知することとする。

２．家庭裁判所による一時保護の審査の導入（児童福祉法）
○ 児童相談所長等が行う一時保護について、親権者等の意に反して２ヶ月を超えて行う場合には、家庭裁判所の承認を得な

ければならないこととする。

３．接近禁止命令を行うことができる場合の拡大（児童虐待の防止等に関する法律）
○ 接近禁止命令について、現行では、親権者等の意に反して施設入所等の措置が採られている場合にのみ行うことができる

が、一時保護や同意のもとでの施設入所等の措置の場合にも行うことができることとする。

４．その他所要の規定の整備

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日

施行期日

※ 昨年の「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第63号）の附則において、施行後速やかに
裁判所の関与の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとされている。

（平成29年６月14日成立・６月21日公布）
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児 童 相 談 所 で の 児 童 虐 待 相 談 対 応 件 数とその推移

１．平成28年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数
平成28年度中に、全国210か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は122,578件（速報値）で、過去最多。
※ 対前年度比118.7％（19,292件の増加）

※ 相談対応件数とは、平成28年度中に児童相談所が相談を受け、援助方針会議の結果により指導や措置等を行った件数。
※ 平成28年度の件数は、速報値のため今後変更があり得る

２．児童虐待相談対応件数の推移

３．主な増加要因
○ 心理的虐待に係る相談対応件数の増加（平成27年度：48,700件→平成28年度：63,187件（＋14,487件））
○ 警察等からの通告の増加（平成27年度：38,524件→平成28年度：54,813件（＋16,289件））

（平成27年度と比して児童虐待相談対応件数が大幅に増加した自治体からの聞き取り）

○ 心理的虐待が増加した要因として、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力がある事案（面前ＤＶ）について、
警察からの通告が増加。

○ その他、児童相談所全国共通ダイヤル（189）の広報やマスコミ報道等により国民や学校等関係機関の児童虐待への意識が
高まったことに伴う通告の増加。

注）平成22年度の件数は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値。

年　度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度

（速報値）

件　数 37,323 40,639 42,664 44,211 56,384 59,919 66,701 73,802 88,931 103,286 122,578

対前年度比 108.3% 108.9% 105.0% 103.6% 　-　 　-　 111.3% 110.6% 120.5% 116.1% 118.7%

１）注

1,101 1,171 1,372 1,611 1,961 2,722 4,102 5,352 6,932 11,63117,72523,27423,738
26,569 33,40834,472

37,32340,63942,66444,211
56,384

59,919
66,701

73,802
88,931

103,286

122,578（速報値）
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児童相談所での児童虐待相談対応件数（対前年度比較、都道府県、指定都市、児童相談所設置市別）

※指定都市、児童相談所設置市の件数は、都道府県の件数の外数である。

平成27年度 平成28年度

（速報値）

対前年度

増減件数

1 北海道 2,420 3,023 603 125%

2 青森県 922 949 27 103%

3 岩手県 589 942 353 160%

4 宮城県 949 812 ▲ 137 86%

5 秋田県 403 410 7 102%

6 山形県 379 331 ▲ 48 87%

7 福島県 529 956 427 181%

8 茨城県 1,260 2,038 778 162%

9 栃木県 959 1,116 157 116%

10 群馬県 1,045 1,142 97 109%

11 埼玉県 6,501 9,343 2,842 144%

12 千葉県 5,568 6,775 1,207 122%

13 東京都 9,909 12,494 2,585 126%

14 神奈川県 3,773 4,105 332 109%

15 新潟県 1,020 1,240 220 122%

16 富山県 358 629 271 176%

17 石川県 399 436 37 109%

18 福井県 353 510 157 144%

19 山梨県 743 970 227 131%

20 長野県 1,761 1,909 148 108%

21 岐阜県 1,018 1,004 ▲ 14 99%

22 静岡県 1,313 1,516 203 115%

23 愛知県 3,726 4,297 571 115%

24 三重県 1,291 1,310 19 101%

25 滋賀県 951 1,283 332 135%

26 京都府 1,192 1,561 369 131%

27 大阪府 10,427 10,118 ▲ 309 97%

28 兵庫県 2,398 2,867 469 120%

29 奈良県 1,555 1,467 ▲ 88 94%

30 和歌山県 841 1,140 299 136%

31 鳥取県 87 84 ▲ 3 97%

32 島根県 155 214 59 138%

33 岡山県 486 453 ▲ 33 93%

34 広島県 1,890 2,066 176 109%

35 山口県 385 551 166 143%

  都道府県・指定都市・

  児童相談所設置市

児童相談所相談対応件数
対前年度

増減割合
平成27年度 平成28年度

（速報値）

対前年度

増減件数

36 徳島県 654 658 4 101%

37 香川県 760 959 199 126%

38 愛媛県 718 803 85 112%

39 高知県 379 291 ▲ 88 77%

40 福岡県 1,229 2,300 1,071 187%

41 佐賀県 237 275 38 116%

42 長崎県 495 665 170 134%

43 熊本県 486 520 34 107%

44 大分県 983 1,230 247 125%

45 宮崎県 715 631 ▲ 84 88%

46 鹿児島県 306 352 46 115%

47 沖縄県 687 713 26 104%

48 札幌市 1,480 1,798 318 121%

49 仙台市 649 743 94 114%

50 さいたま市 1,778 2,271 493 128%

51 千葉市 1,101 1,135 34 103%
52 横浜市 3,892 4,132 240 106%

53 川崎市 2,244 2,086 ▲ 158 93%

54 相模原市 1,029 1,149 120 112%

55 新潟市 418 605 187 145%

56 静岡市 508 486 ▲ 22 96%

57 浜松市 384 494 110 129%

58 名古屋市 2,362 2,747 385 116%

59 京都市 913 1,145 232 125%

60 大阪市 4,664 6,020 1,356 129%

61 堺市 1,490 1,605 115 108%

62 神戸市 904 1,225 321 136%

63 岡山市 315 469 154 149%

64 広島市 1,192 1,414 222 119%

65 北九州市 606 918 312 151%

66 福岡市 563 976 413 173%

67 熊本市 604 570 ▲ 34 94%

68 横須賀市 657 722 65 110%

69 金沢市 329 410 81 125%

103,286 122,578 19,292 119%

  都道府県・指定都市・

  児童相談所設置市

児童相談所相談対応件数
対前年度

増減割合

全国 5



身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 心理的虐待 総　　数

平成18年度 15,364( 41.2%) 14,365( 38.5%) 1,180(  3.2%) 6,414( 17.2%) 37,323(100.0%)

平成19年度 16,296( 40.1%) 15,429( 38.0%) 1,293(  3.2%) 7,621( 18.8%) 40,639(100.0%)

平成20年度 16,343( 38.3%) 15,905( 37.3%) 1,324(  3.1%) 9,092( 21.3%) 42,664(100.0%)

平成21年度 17,371( 39.3%) 15,185( 34.3%) 1,350(  3.1%) 10,305( 23.3%) 44,211(100.0%)

平成22年度 21,559( 38.2%) 18,352( 32.5%) 1,405(  2.5%) 15,068( 26.7%) 56,384(100.0%)

平成23年度 21,942( 36.6%) 18,847( 31.5%) 1,460(  2.4%) 17,670( 29.5%) 59,919(100.0%)

平成24年度 23,579( 35.4%) 19,250( 28.9%) 1,449(  2.2%) 22,423( 33.6%) 66,701(100.0%)

平成25年度 24,245( 32.9%) 19,627( 26.6%) 1,582(  2.1%) 28,348( 38.4%) 73,802(100.0%)

平成26年度 26,181( 29.4%) 22,455( 25.2%) 1,520(  1.7%) 38,775( 43.6%) 88,931(100.0%)

平成27年度 28,621( 27.7%) 24,444( 23.7%) 1,521(  1.5%) 48,700( 47.2%) 103,286(100.0%)

平成28年度
（速報値）

31,927( 26.0%)
（+3,306）

25,842( 21.1%)
（+1,398）

1,622(  1.3%)
（+101）

63,187( 51.5%)
(+14,487)

122,578(100.0%)
（+19,292）

児童相談所での虐待相談の内容別件数の推移

○ 平成28年度は、心理的虐待の割合が最も多く、次いで身体的虐待の割合が多い。

※ 割合は四捨五入のため、100％にならない場合がある。
※ 平成22年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値である。
※ 平成28年度の件数は、速報値のため今後変更があり得る。 6



家族 親戚
近隣
知人

児童
本人

福祉
事務所

児童
委員

保健所
医療
機関

児童福祉
施設

警察等 学校等 その他 総　　数

18年度
5,700
(15%)

1,042
(3%)

5,475
(15%)

452
(1%)

5,672
(15%)

472
(1%)

374
(1%)

1,522
(4%)

1,472
(4%)

2,726
(7%)

5,688
(15%)

6,728
(18%)

37,323
(100%)

19年度
5,875
(14%)

1,558
(4%)

5,756
(14%)

501
(1%)

6,311
(16%)

346
(1%)

363
(1%)

1,683
(4%)

1,438
(4%)

4,048
(10%)

5,241
(13%)

7,519
(19%)

40,639
(100%)

20年度
6,134
(14%)

1,147
(3%)

6,132
(14%)

558
(1%)

6,053
(14%)

319
(1%)

282
(1%)

1,772
(4%)

1,552
(4%)

6,133
(14%)

4,886
(11%)

7,696
(18%)

42,664
(100%)

21年度
6,105
(14%)

1,237
(3%)

7,615
(17%)

504
(1%）

5,991
(14%)

317
(1%)

226
(1%)

1,715
(4%)

1,401
(3%)

6,600
(15%)

5,243
(12%)

7,257
(16%)

44,211
(100%)

22年度
7,368
（13%）

1,540
（3%）

12,175
（22%）

696
（1%）

6,859
（12%）

343
（1%）

155
（0%）

2,116
（4%）

1,584
（3%）

9,135
（16%）

5,667
（10%）

8,746
（16%）

56,384
（100%）

23年度
7,471
（12%）

1,478
（2%）

12,813
（21%）

741
（1%）

6,442
（11%）

327
（1%）

202
（0%）

2,310
（4%）

1,516
（3%）

11,142
（19%）

6,062
（10%）

9,415
（16%）

59,919
（100%）

24年度
7,147
（11%）

1,517
（2%）

13,739
（21%）

773
（1%）

6,559
（10%）

293
（0%）

221
（0%）

2,653
（4%）

1,598
（2%）

16,003
（24%）

6,244
（9%）

9,954
（15%）

66,701
（100%）

25年度
7,393
（10%）

1,554
（2%）

13,866
（19%）

816
（1%）

6,618
（9%）

290
（0%）

179
（0%）

2,525
（3%）

1,680
（2%）

21,223
（29%）

6,498
（9%）

11,160
（15%）

73,802
（100%）

26年度
7,806
（9%）

1,996
（2%）

15,636
（18%）

849
（1%）

7,073
（8%）

281
（0%）

155
（0%）

2,965
（3%）

1,714
（2%）

29,172
（33%）

7,256
（8%）

14,028
（16%）

88,931
（100%）

27年度
8,877
（9%）

2,059
（2%）

17,415
（17%）

930
（1%）

7,136
（7%）

246
（0%）

192
（0%）

3,078
（3%）

1,725
（2%）

38,524
（37%）

8,183
（8%）

14,921
（14%）

103,286
（100%）

28年度
（速報値）

9,539
（8%）

（+662）

1,997
（2%）
（-62）

17,428
（14%）
（+13）

1,109
（1%）

（+179）

7,673
（6%）

（+537）

235
（0%）

（-11）

202
（0%）

（+10）

3,109
（3%）

（+31）

1,772
（1%）

（+47）

54,813
（45%）

（+16,289）

8,851
（7%）

（+668）

15,850
（13%）

（+929）

122,578
（100%）

（+19,292）

児童相談所での虐待相談の経路別件数の推移

○ 平成28年度に、児童相談所に寄せられた虐待相談の相談経路は、警察等、近隣知人、家族、学校
等からの通告が多くなっている。

※ 割合は四捨五入のため、100％にならない場合がある。
※ 平成22年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値である。
※ 平成28年度の「その他」で最も多いのは、「（他の）児童相談所」が6,747件である。
※ 平成28年度の件数は、速報値のため今後変更があり得る。
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※ NTTコミュニケーションズよりデータ提供。
※ 総入電数は、全ての入電数（「0570-064-000」の入電を含む）。
※ 正常接続数は、話し中や児童相談所につながる前に電話を切る等により正常につながらなかった電話を除いた入電数。
※ 接続率は、接続率（％）＝正常接続数／総入電数

【直近２カ年の比較】
○平成27年度（27年4月～28年3月） ○平成28年度（28年4月～29年3月）

総入電数：233,880件 ⇒ 総入電数：279,063件
正常接続数：29,083件 正常接続数：54,556件
接続率：12.4% 接続率：19.5％

（参考）児童相談所全国共通ダイヤル（１８９）の入電数及び接続率の推移
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